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山田町商工会 

全国中小企業動向調査結果（小企業編） 

令和７年１月１日 

 

 

 

赤赤枠枠  は見通し   

出典：日本政策金融公庫総合研究所 

業種別売上ＤＩの推移 業種別採算ＤＩの推移 
 R6/1-3 4-6 7-9 

 
10-12   R6/1-3 4-6 7-9 10-12 

全業種 ▲7.0 ▲6.9 ▲9.1 ▲6.8  全業種 ▲17.6 ▲14.5 ▲17.0 ▲11.1 

製造 ▲20.7 ▲17.7 ▲18.9 ▲11.5  製造 ▲21.8 ▲19.9 ▲23.0 ▲16.1 

卸売 ▲6.0 ▲4.1 ▲14.6 ▲12.8  卸売 ▲17.0 ▲12.9 ▲21.1 ▲12.1 

小売 ▲10.6 ▲15.4 ▲17.8 ▲14.8  小売 ▲18.5 ▲20.4 ▲21.1 ▲12.9 

飲食・宿泊 27.0 17.1 14.5 14.4  飲食・宿泊 ▲18.5 ▲14.2 ▲14.7 ▲11.5 

サービス ▲13.3 ▲5.1 ▲7.7 ▲5.3  サービス ▲17.9 ▲7.1 ▲10.6 ▲7.0 

情報通信 ▲18.2 ▲5.7 ▲18.8 ▲25.0  情報通信 ▲18.2 ▲26.4 ▲34.4 ▲26.6 

建設 ▲18.6 ▲19.7 ▲12.2 ▲14.4  建設 ▲8.5 ▲11.1 ▲11.7 ▲8.7 

運輸 10.6 28.2 25.6 29.7  運輸 ▲25.8 ▲8.1 ▲8.4 6.1 

非製造 ▲4.6 ▲4.9 ▲7.3 ▲6.0  非製造 ▲16.9 ▲13.5 ▲15.9 ▲10.2 

業種別資金繰りＤＩの推移 業種別設備投資実施企業割合の推移 

 R6/1-3 4-6 7-9 10-12   R6/1-3 4-6 7-9 

全業種 ▲24.0 ▲18.9 ▲22.9 ▲23.1  全業種 10.5 13.1 14.1 

製造 ▲26.4 ▲20.9 ▲27.9 ▲26.6  製造 9.4 13.8 13.4 

卸売 ▲19.6 ▲19.0 ▲20.7 ▲25.4  卸売 9.0 9.9 9.3 

小売 ▲25.1 ▲25.2 ▲26.5 ▲25.3  小売 9.9 9.9 13.2 

飲食・宿泊 ▲24.3 ▲19.6 ▲21.1 ▲22.3  飲食・宿泊 13.8 18.2 20.3 

サービス ▲26.8 ▲12.6 ▲20.9 ▲19.6  サービス 9.8 12.3 13.1 

情報通信 ▲19.7 ▲18.3 ▲23.4 ▲29.7  情報通信 9.1 13.9 8.1 

建設 ▲18.5 ▲15.9 ▲19.2 ▲19.9  建設 12.0 15.6 14.8 

運輸 ▲21.8 ▲15.2 ▲11.4 ▲16.7  運輸 9.9 13.8 16.0 

非製造 ▲23.6 ▲18.6 ▲22.0 ▲22.4  非製造 10.7 13.0 14.2 

業種別販売価格ＤＩの推移 業種別仕入価格ＤＩの推移 

 R6/1-3 4-6 7-9 10-12   R6/1-3 4-6 7-9 10-12 

全業種 22.6 26.5 24.5 22.3  全業種 68.0 72.7 70.0 67.9 

製造 13.8 14.8 17.2 16.5  製造 66.5 71.0 70.5 68.0 

卸売 34.7 37.1 33.7 34.2  卸売 65.8 72.1 69.6 65.2 

小売 35.7 40.5 38.3 34.8  小売 68.5 73.7 70.7 70.0 

飲食・宿泊 33.9 36.5 33.5 27.3  飲食・宿泊 88.1 90.8 90.8 88.8 

サービス 6.9 12.7 9.5 10.3  サービス 53.5 60.6 55.4 53.3 

情報通信 7.6 0.0 1.6 ▲4.7  情報通信 46.9 41.4 27.0 31.7 

建設 13.7 20.5 16.9 11.9  建設 72.7 75.2 74.3 72.0 

運輸 17.8 27.1 21.9 22.0  運輸 65.2 72.3 56.1 51.5 

非製造 24.2 28.7 25.9 23.3  非製造 68.3 73.1 69.9 67.9 
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新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

旧
年
中
は
、
商
工
会
事
業
の
推
進
に
あ
た
り
ま
し
て
、
会
員

の
皆
様
は
じ
め
、
関
係
各
位
に
は
格
別
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

賜
り
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

さ
て
、
昨
年
を
振
り
返
り
ま
す
と
、
国
・
県
・
町
の
経
済
対

策
に
対
し
、
商
工
会
一
丸
と
な
っ
て
会
員
事
業
者
の
み
な
ら
ず
、

全
て
の
事
業
者
の
皆
様
に
対
し
、
各
種
相
談
や
申
請
サ
ポ
ー
ト

な
ど
の
支
援
に
取
り
組
み
ま
し
た
。 

ま
た
、
町
か
ら
ご
支
援
を
い
た
だ
き
、
昨
年
に
引
き
続
い
て

十
月
に
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
の
販
売
を
行
い
、
町
内
経
済
の

活
性
化
を
図
っ
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

商
工
業
を
取
り
巻
く
状
況
は
、
海
外
の
経
済
・
物
価
動
向
、

資
源
価
格
の
動
向
、
企
業
の
賃
金
・
価
格
設
定
行
動
な
ど
不
確

実
性
は
引
き
続
き
高
く
十
分
注
意
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。 当

会
で
は
、
今
後
も
会
員
の
皆
様
に
寄
り
添
い
、
町
内
商
工

業
の
発
展
に
向
け
て
今
後
も
全
力
で
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
の

で
、
会
員
各
位
並
び
に
関
係
機
関
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
よ
り

一
層
の
ご
支
援
と
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。 

結
び
に
、
皆
様
の
ご
繁
栄
と
ご
健
勝
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま

し
て
、
新
年
の
ご
挨
拶
と
致
し
ま
す
。 

< ホームページリニューアルしました > 
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山山田田町町商商工工会会  令令和和７７年年１１月月１１日日  

１ 期日  令和７７年１１月９９日（木木） 

         （午前）９９時 3300分から正午まで（午後）１１時 3300分から４４時まで  

２ 場所  山田町商工会館２階「研修室Ａ」 
 
必必要要書書類類  

１１  従従業業員員本本人人、、控控除除対対象象配配偶偶者者、、控控除除対対象象扶扶養養親親族族等等（（年年少少扶扶養養親親族族をを含含むむ））の個個人人番番号号    

（（ママイイナナンンババーー））  

２２  給給与与支支払払者者の個個人人番番号号（（ママイイナナンンババーー））または法法人人番番号号  

３３  源源泉泉徴徴収収票票、、源源泉泉徴徴収収簿簿とそれ以外の下記書類 

（１） 保険関係（生命保険料控除証明書、損害保険・火災保険・地震保険の控除証明書、 

小規模企業共済掛金払込証明書、国民年金・国民年金基金の控除証明書） 

（２） 中途入社の方（前職分の源泉徴収票）＊複数ある場合にはすべて必要 

（３） 国民健康保険・介護保険を支払った方（領収書） 

（４） 配偶者・被扶養者でパート・アルバイトをしている人がいる場合（氏名・収入金額） 
 
＊ 必要書類が全て揃っている方のみ、指導を行いますので、ご注意ください。 

＊ 上記期日以外の指導は受付致しかねます。 

＊ 納納付付期期限限以降の場合は受給者１人につき 550000円（税別）の手数料が掛かりますので、お早

めにお願い致します。 

 

 

年年末末調調整整ににおおけけるる定定額額減減税税額額のの精精算算  

年年末末調調整整個個別別指指導導ののおお知知ららせせ  

 

１
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岩手県景気動向指数 

小規模企業景気動向調査（ＤＩ）結果 

山田町商工会 令和７年１月１日 

  

 

 

新規求人数（上段）及び新規求人倍率（下段）（人、倍） 

出典：岩手労働局 

所定外労働時間（全産業）（月当り時間） 

出典：岩手県ふるさと振興部 

常用雇用指数（全産業）（令和２年=100） 

出典：岩手県ふるさと振興部 

 

 

ＤＩ（景気動向指数）は、増加（好転）企業割合から減少（悪化）企業割合を差し引いた値です。 

  

５年 

11月 

 

12月 

６年 

１月 

 

２月 

 

３月 

 

４月 

 

５月 

 

６月 

 

７月 

 

８月 

 

９月 

 

10月 

売
上
額 

産業全体 11.6 15.3 8.1 7.0 11.8 9.0 4.9 2.5 5.2 2.5 4.7 4.3 

製造 10.2 17.6 10.5 8.3 9.8 7.1 8.3 4.4 4.5 1.6 3.6 4.0 

建設 13.8 15.6 12.4 11.4 17.5 10.6 ▲2.6 ▲0.9 12.0 5.0 11.3 11.3 

小売 4.8 11.2 2.0 ▲0.2 7.3 2.0 ▲0.6 ▲1.5 ▲4.3 ▲1.6 ▲2.5 ▲2.4 

サービス 17.3 16.9 7.5 8.7 12.8 16.3 14.4 7.9 8.5 5.0 6.5 4.2 

採
算 

産業全体 ▲22.8 ▲18.0 ▲16.8 ▲14.2 ▲11.8 ▲15.3 ▲17.2 ▲17.7 ▲16.1 ▲16.1 ▲15.6 ▲16.6 

製造 ▲29.0 ▲17.4 ▲17.8 ▲13.6 ▲13.7 ▲17.4 ▲16.1 ▲16.6 ▲16.9 ▲18.8 ▲18.7 ▲19.6 

建設 ▲23.8 ▲21.9 ▲19.7 ▲14.8 ▲12.4 ▲17.9 ▲21.9 ▲20.0 ▲15.8 ▲14.3 ▲11.4 ▲13.2 

小売 ▲29.3 ▲22.1 ▲21.0 ▲18.4 ▲16.8 ▲19.9 ▲22.2 ▲22.9 ▲21.5 ▲20.3 ▲20.4 ▲22.5 

サービス ▲9.4 ▲10.6 ▲9.0 ▲10.0 ▲4.4 ▲5.9 ▲8.8 ▲11.0 ▲10.3 ▲11.0 ▲12.0 ▲11.4 

–
–

資
金
繰
り 

産業全体 ▲17.7 ▲16.9 ▲14.1 ▲11.4 ▲9.9 ▲12.4 ▲14.7 ▲16.4 ▲13.1 ▲12.6 ▲12.2 ▲14.1 

製造 ▲20.4 ▲17.0 ▲13.9 ▲11.8 ▲10.3 ▲13.9 ▲16.6 ▲21.6 ▲14.3 ▲13.9 ▲14.0 ▲16.4 

建設 ▲18.9 ▲22.7 ▲15.7 ▲11.6 ▲12.0 ▲13.4 ▲18.4 ▲16.4 ▲12.0 ▲13.8 ▲11.4 ▲11.9 

小売 ▲23.0 ▲18.4 ▲18.6 ▲15.2 ▲13.9 ▲15.5 ▲18.3 ▲19.2 ▲18.2 ▲15.8 ▲15.6 ▲18.9 

サービス ▲8.5 ▲9.6 ▲8.0 ▲6.8 ▲3.3 ▲6.8 ▲5.5 ▲8.5 ▲8.2 ▲7.0 ▲7.7 ▲9.3 

業
況 

産業全体 ▲11.9 ▲9.2 ▲11.3 ▲7.7 ▲5.7 ▲8.7 ▲11.9 ▲14.6 ▲10.7 ▲11.0 ▲10.5 ▲13.2 

製造 ▲15.3 ▲7.8 ▲10.4 ▲8.0 ▲7.9 ▲10.5 ▲13.3 ▲12.7 ▲12.5 ▲13.5 ▲14.2 ▲15.8 

建設 ▲13.1 ▲12.2 ▲12.0 ▲6.3 ▲4.3 ▲11.0 ▲15.8 ▲24.5 ▲9.3 ▲9.7 ▲7.2 ▲9.9 

小売 ▲19.1 ▲13.7 ▲17.3 ▲13.7 ▲12.5 ▲14.3 ▲17.4 ▲17.0 ▲17.0 ▲16.7 ▲17.1 ▲20.2 

サービス ▲0.3 ▲3.1 ▲5.7 ▲2.8 2.1 0.9 ▲0.9 ▲3.9 ▲3.9 ▲4.3 ▲3.3 ▲7.0 

出典：全国商工会連合会 産業政策部 産業政策課 

 
５年 

11月 

 

12月 

６年 

１月 

 

２月 

 

３月 

 

４月 

 

５月 

 

６月 

 

７月 

 

８月 

 

９月 

 

10月 

岩手県 10,486 9.971 10,156 10,906 9,181 9,267 10,647 9,458 9,729 10,428 9,164 9,547 

季節調整値 2.06 1.86 1.77 2.09 1.96 1.85 1.98 1.92 1.99 2.18 1.88 1.95 

宮古 411 426 586 481 462 451 513 388 464 516 486 467 

 1.63 1.91 1.38 0.93 1.19 1.19 1.84 1.69 1.98 2.40 1.97 1.61 

 

５年 

９月 

 

10月 

 

11月 

 

12月 

６年 

１月 

 

２月 

 

３月 

 

４月 

 

５月 

 

６月 

 

７月 

 

８月 

岩手県 11.3 11.3 11.4 10.9 10.6 10.0 10.0 10.3 9.8 10.2 10.0 9.8 

 ５年 

９月 

 

10月 

 

11月 

 

12月 

６年 

１月 

 

２月 

 

３月 

 

４月 

 

５月 

 

６月 

 

７月 

 

８月 

岩手県 104.0 104.8 105.1 105.2 105.0 105.2 104.2 104.2 104.0 104.7 104.7 105.3 
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〇〇掛掛金金のの全全額額所所得得控控除除  
掛金は税法上、小規模企業共済等掛金控除として課税対象となる所所得得かからら控控

除除できます。 
節税効果があり、月額の掛金が大きいほど税制メリットが大きくなります。 

〇掛掛金金はは増増額額・・減減額額可可能能！！ 
掛金は月月額額11,,000000円円かからら7700,,000000円円ままででのの範範囲囲内内かからら550000円円単単位位で自由に選べます。 
ご自身の経営状況に合わせて掛金を増増額額することや、減減額額をすることができます。 

〇共共済済金金受受けけ取取りりはは一一括括ｏｏｒｒ分分割割選選択択可可能能！！ 
小規模企業共済には満満期期やや満満額額ががあありりまませせんん。。  
退職や廃業時、またはお仕事を続けていても６５歳以上で１５年以上払い込んでいる場

合などには一括、分割、一括と分割の併用から選んで受けて取れます。 
一括で受け取る場合は退職所得扱いに、分割で受け取る場合は公的年金等の雑所得

扱いになるため、税税制制メメリリッットトもあります。 
〇低低金金利利のの貸貸付付制制度度がが利利用用可可能能！！ 

加入者は貸付資格を取得した後、掛金の範囲内（掛金納付月数により掛金の
７～９割）で事業資金等の借借入入れれがが可可能能になり、事業安定化をサポートいたし
ます。  
〇貸付制度は借り入れの目的によって、限度額や借入期間、利率などが異なります。 
一括で受け取る場合は退職所得扱いに、分割で受け取る場合は公的年金等の雑所得扱いにな
るため、税税制制メメリリッットトもあります。 

山田町商工会 令和７年１月１日 

 

 

○○掛掛金金のの一一部部をを国国がが助助成成  
初めて中退共制度に加入する事業主および掛金月額を増額する事業主に、国
が掛金の一部を助成します。（一部対象外があります。） 
〇〇掛掛金金月月額額のの選選択択  
掛金月額は、従業員ごとに 16種類から選択できます。また、掛金月額は変
更も可能で、賃金や勤続年数等を基準にして設定できます。 
〇〇簡簡単単なな管管理理  
掛金は口座振替で手間がかかりません。また、従業員ごとの納付状況や退職
金試算額を事業主にお知らせしますので、管理が簡単です。 
〇〇短短時時間間労労働働者者向向けけのの掛掛金金  

短時間労働者には、一般の従業員より低い特例掛金月額も用意しています。 

○○掛掛金金のの税税制制優優遇遇  
経営セーフティ共済の掛金は損損金金（法人の場合）、又又はは必必要要経経費費（個人事業主
の場合）にに算算入入できるため、税制優遇を受けられます。掛金月額は 5,000円～20
万円まで自由に選べ、増額・減額できます。 
〇〇掛掛金金総総額額のの 1100倍倍ままでで借借りり入入れれ可可能能  
共済金の借り入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限
は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛掛金金総総額額のの 1100倍倍（（最最
高高 88,,000000万万円円））」のいずれか少ないほうの金額となります。 
※共済金の貸付けを受けると貸付額の 10分の 1に相当する額が積み立てた掛
金総額から控除されます。 

〇〇掛掛金金のの掛掛けけ止止めめがが可可能能  
掛金総額が掛金月額の 40倍に達している場合に、掛掛金金のの掛掛けけ止止めめをすること
ができます。 
〇〇解解約約手手当当金金受受けけ取取りり可可能能  

自自己己都都合合にによよるる解解約約でも、掛金を 12か月以上納めていれば解約時は掛金総額
の８８割割以以上上が戻ります。4400かか月月以以上上納めていれば、掛金は全額受け取れます。 

※12か月未満は掛け捨てとなります。 

中中小小企企業業退退職職金金共共済済  

経経営営セセーーフフテティィ共共済済  

小小規規模模企企業業共共済済  

〇低低金金利利のの貸貸付付制制度度がが利利用用可可能能！！ 
加入者は貸付資格を取得した後、掛金の範囲内（掛金納付月数により掛金の７～９割）で事業資金等

の借借入入れれがが可可能能になり、事業安定化をサポートいたします。貸付制度は借り入れの目的によって、限度額や

借入期間、利率などが異なります。 

〇〇掛掛金金はは非非課課税税  
掛金は法人企業の場合は損金、個人企業の場合は必要経費として全額非課税となります。 

〇〇家家族族従従業業員員もも加加入入可可能能  
従業員である実態があれば家族であっても加入できます。 
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令和６年分の決算書及び確定申告書の個別指導会を下記の日程で行います。 

ごご希希望望のの方方はは必必ずず予予約約ををししてて下下ささいい。。（決算指導を受けた日（終えた日）及び指導内容により手数料が

異なります。詳しくは下記の決算手数料基準をご覧下さい）定員になり次第、受付終了となりますのでお早

めにお申し込みください。なお、給与や年金のみの方の申告は受付いたしかねます。 

１ 期日    令和７７年１１月１１６６日（木）から２２月２２８８日（金）まで（但し、土・日・祝日は除く） 

        （午前）９９時 3300分から正正午午まで （午後）１１時 3300分から４４時まで 

２ 場所    山田町商工会館２階研修室 

３ 申込締切  令和７７年１１月 3311日（金）午後５５時まで（申込締切後は受付いたしかねます） 

４ 持参書類  諸帳簿、通帳、領収書、保険関係控除証明書（生命保険、損保・火災・地震保険、 

小規模企業共済、国民年金、国民年金基金）、確定申告のお知らせはがき、令和４

年～令和５年分決算書・確定申告書の控え 

＊申告書には、個個人人番番号号（（ママイイナナンンババーー））のの記記載載、本本人人確確認認書書類類のの提提示示ままたたはは写写ししの添付が必要です。 

＊諸帳簿、領収書等が整理されていない場合、指導できませんので、来会前に整理してください。 

本本人人確確認認書書類類ににつついいてて  

個個人人番番号号カカーードドがあれば、1 枚で本人確認（番号確認と身元確認）が可能です。なお、個人番号

カードをお持ちでない方は、以下の番番号号確確認認書書類類と身身元元確確認認書書類類のの写写ししの添付をお願いします。 

①① 番番号号確確認認書書類類<<ごご本本人人のの個個人人番番号号（（1122桁桁））をを確確認認ででききるる書書類類>>  

通知カード、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書（個人番号の記載のあるものに限る）

のうちいずれか 1つ 

②② 身身元元確確認認書書類類<<記記載載ししたた個個人人番番号号のの持持ちち主主ででああるるここととをを確確認認ででききるる書書類類>>  

運転免許証、公的医療保険証の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなど

のうちいずれか 1つ 
 

山田町商工会決算手数料基準   

 金 額 摘 要 

決算書、収支内訳書 1枚作成につき 3,000円 集計表作成済 

 5,000円 集計表未作成 

 12,000円 未集計 

決算書 記帳代行 7,000円  

（MA1利用者） 半自計（記帳代行＋自計） 7,000円  

 自計 5,000円  

確定申告書 1枚作成につき 4,000円  

 

分離課税申告 

譲 渡 ＋ 9,000円  

山 林 ＋ 7,000円  

その他 ＋ 7,000円  

住宅借入金等特別控除 ＋ 3,000円  

医療費控除 
＋ 1,000円 集計済 

＋ 4,000円 未集計 

消費税申告書 
一般課税 ＋ 7,000円  

簡易課税 ＋ 5,000円  

非会員の方 ＋ 16,000円 商工会会員以外 

納付期限を過ぎてからの年末調整(1人につき) ＋  500円  

令和７年１月３１日までに決算指導を受けた方 △ 2,000円 割引 

令和７年３月１日以降に決算指導を受けた方 ＋ 2,000円 割増 

 ※上記手数料の合計額をもらいうける。（上限 50,000円） 

 ※消費税は別途徴求する。 

山田町商工会 令和７年１月１日 

決決算算個個別別指指導導会会ののおお知知ららせせ  
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令和６年分の決算書及び確定申告書の個別指導会を下記の日程で行います。 

ごご希希望望のの方方はは必必ずず予予約約ををししてて下下ささいい。。（決算指導を受けた日（終えた日）及び指導内容により手数料が

異なります。詳しくは下記の決算手数料基準をご覧下さい）定員になり次第、受付終了となりますのでお早

めにお申し込みください。なお、給与や年金のみの方の申告は受付いたしかねます。 

１ 期日    令和７７年１１月１１６６日（木）から２２月２２８８日（金）まで（但し、土・日・祝日は除く） 

        （午前）９９時 3300分から正正午午まで （午後）１１時 3300分から４４時まで 

２ 場所    山田町商工会館２階研修室 

３ 申込締切  令和７７年１１月 3311日（金）午後５５時まで（申込締切後は受付いたしかねます） 

４ 持参書類  諸帳簿、通帳、領収書、保険関係控除証明書（生命保険、損保・火災・地震保険、 

小規模企業共済、国民年金、国民年金基金）、確定申告のお知らせはがき、令和４

年～令和５年分決算書・確定申告書の控え 

＊申告書には、個個人人番番号号（（ママイイナナンンババーー））のの記記載載、本本人人確確認認書書類類のの提提示示ままたたはは写写ししの添付が必要です。 

＊諸帳簿、領収書等が整理されていない場合、指導できませんので、来会前に整理してください。 

本本人人確確認認書書類類ににつついいてて  

個個人人番番号号カカーードドがあれば、1 枚で本人確認（番号確認と身元確認）が可能です。なお、個人番号

カードをお持ちでない方は、以下の番番号号確確認認書書類類と身身元元確確認認書書類類のの写写ししの添付をお願いします。 

①① 番番号号確確認認書書類類<<ごご本本人人のの個個人人番番号号（（1122桁桁））をを確確認認ででききるる書書類類>>  

通知カード、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書（個人番号の記載のあるものに限る）

のうちいずれか 1つ 

②② 身身元元確確認認書書類類<<記記載載ししたた個個人人番番号号のの持持ちち主主ででああるるここととをを確確認認ででききるる書書類類>>  

運転免許証、公的医療保険証の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなど

のうちいずれか 1つ 
 

山田町商工会決算手数料基準   

 金 額 摘 要 

決算書、収支内訳書 1枚作成につき 3,000円 集計表作成済 

 5,000円 集計表未作成 

 12,000円 未集計 

決算書 記帳代行 7,000円  

（MA1利用者） 半自計（記帳代行＋自計） 7,000円  

 自計 5,000円  

確定申告書 1枚作成につき 4,000円  

 

分離課税申告 

譲 渡 ＋ 9,000円  

山 林 ＋ 7,000円  

その他 ＋ 7,000円  

住宅借入金等特別控除 ＋ 3,000円  

医療費控除 
＋ 1,000円 集計済 

＋ 4,000円 未集計 

消費税申告書 
一般課税 ＋ 7,000円  

簡易課税 ＋ 5,000円  

非会員の方 ＋ 16,000円 商工会会員以外 

納付期限を過ぎてからの年末調整(1人につき) ＋  500円  

令和７年１月３１日までに決算指導を受けた方 △ 2,000円 割引 

令和７年３月１日以降に決算指導を受けた方 ＋ 2,000円 割増 

 ※上記手数料の合計額をもらいうける。（上限 50,000円） 

 ※消費税は別途徴求する。 

山田町商工会 令和７年１月１日 

決決算算個個別別指指導導会会ののおお知知ららせせ  
 

２
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〇〇掛掛金金のの全全額額所所得得控控除除  
掛金は税法上、小規模企業共済等掛金控除として課税対象となる所所得得かからら控控

除除できます。 
節税効果があり、月額の掛金が大きいほど税制メリットが大きくなります。 

〇掛掛金金はは増増額額・・減減額額可可能能！！ 
掛金は月月額額11,,000000円円かからら7700,,000000円円ままででのの範範囲囲内内かからら550000円円単単位位で自由に選べます。 
ご自身の経営状況に合わせて掛金を増増額額することや、減減額額をすることができます。 

〇共共済済金金受受けけ取取りりはは一一括括ｏｏｒｒ分分割割選選択択可可能能！！ 
小規模企業共済には満満期期やや満満額額ががあありりまませせんん。。  
退職や廃業時、またはお仕事を続けていても６５歳以上で１５年以上払い込んでいる場

合などには一括、分割、一括と分割の併用から選んで受けて取れます。 
一括で受け取る場合は退職所得扱いに、分割で受け取る場合は公的年金等の雑所得

扱いになるため、税税制制メメリリッットトもあります。 
〇低低金金利利のの貸貸付付制制度度がが利利用用可可能能！！ 

加入者は貸付資格を取得した後、掛金の範囲内（掛金納付月数により掛金の
７～９割）で事業資金等の借借入入れれがが可可能能になり、事業安定化をサポートいたし
ます。  
〇貸付制度は借り入れの目的によって、限度額や借入期間、利率などが異なります。 
一括で受け取る場合は退職所得扱いに、分割で受け取る場合は公的年金等の雑所得扱いにな
るため、税税制制メメリリッットトもあります。 

山田町商工会 令和７年１月１日 

 

 

○○掛掛金金のの一一部部をを国国がが助助成成  
初めて中退共制度に加入する事業主および掛金月額を増額する事業主に、国
が掛金の一部を助成します。（一部対象外があります。） 
〇〇掛掛金金月月額額のの選選択択  
掛金月額は、従業員ごとに 16種類から選択できます。また、掛金月額は変
更も可能で、賃金や勤続年数等を基準にして設定できます。 
〇〇簡簡単単なな管管理理  
掛金は口座振替で手間がかかりません。また、従業員ごとの納付状況や退職
金試算額を事業主にお知らせしますので、管理が簡単です。 

〇〇短短時時間間労労働働者者向向けけのの掛掛金金  

短時間労働者には、一般の従業員より低い特例掛金月額も用意しています。 

○○掛掛金金のの税税制制優優遇遇  
経営セーフティ共済の掛金は損損金金（法人の場合）、又又はは必必要要経経費費（個人事業主
の場合）にに算算入入できるため、税制優遇を受けられます。掛金月額は 5,000円～20
万円まで自由に選べ、増額・減額できます。 
〇〇掛掛金金総総額額のの 1100倍倍ままでで借借りり入入れれ可可能能  
共済金の借り入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限
は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛掛金金総総額額のの 1100倍倍（（最最
高高 88,,000000万万円円））」のいずれか少ないほうの金額となります。 
※共済金の貸付けを受けると貸付額の 10分の 1に相当する額が積み立てた掛
金総額から控除されます。 

〇〇掛掛金金のの掛掛けけ止止めめがが可可能能  
掛金総額が掛金月額の 40倍に達している場合に、掛掛金金のの掛掛けけ止止めめをすること
ができます。 
〇〇解解約約手手当当金金受受けけ取取りり可可能能  

自自己己都都合合にによよるる解解約約でも、掛金を 12か月以上納めていれば解約時は掛金総額
の８８割割以以上上が戻ります。4400かか月月以以上上納めていれば、掛金は全額受け取れます。 

※12か月未満は掛け捨てとなります。 

中中小小企企業業退退職職金金共共済済  

経経営営セセーーフフテティィ共共済済  

小小規規模模企企業業共共済済  

〇低低金金利利のの貸貸付付制制度度がが利利用用可可能能！！ 
加入者は貸付資格を取得した後、掛金の範囲内（掛金納付月数により掛金の７～９割）で事業資金等

の借借入入れれがが可可能能になり、事業安定化をサポートいたします。貸付制度は借り入れの目的によって、限度額や

借入期間、利率などが異なります。 

〇〇掛掛金金はは非非課課税税  
掛金は法人企業の場合は損金、個人企業の場合は必要経費として全額非課税となります。 

〇〇家家族族従従業業員員もも加加入入可可能能  
従業員である実態があれば家族であっても加入できます。 
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令和６年分の決算書及び確定申告書の個別指導会を下記の日程で行います。 

ごご希希望望のの方方はは必必ずず予予約約ををししてて下下ささいい。。（決算指導を受けた日（終えた日）及び指導内容により手数料が

異なります。詳しくは下記の決算手数料基準をご覧下さい）定員になり次第、受付終了となりますのでお早

めにお申し込みください。なお、給与や年金のみの方の申告は受付いたしかねます。 

１ 期日    令和７７年１１月１１６６日（木）から２２月２２８８日（金）まで（但し、土・日・祝日は除く） 

        （午前）９９時 3300分から正正午午まで （午後）１１時 3300分から４４時まで 

２ 場所    山田町商工会館２階研修室 

３ 申込締切  令和７７年１１月 3311日（金）午後５５時まで（申込締切後は受付いたしかねます） 

４ 持参書類  諸帳簿、通帳、領収書、保険関係控除証明書（生命保険、損保・火災・地震保険、 

小規模企業共済、国民年金、国民年金基金）、確定申告のお知らせはがき、令和４

年～令和５年分決算書・確定申告書の控え 

＊申告書には、個個人人番番号号（（ママイイナナンンババーー））のの記記載載、本本人人確確認認書書類類のの提提示示ままたたはは写写ししの添付が必要です。 

＊諸帳簿、領収書等が整理されていない場合、指導できませんので、来会前に整理してください。 

本本人人確確認認書書類類ににつついいてて  

個個人人番番号号カカーードドがあれば、1 枚で本人確認（番号確認と身元確認）が可能です。なお、個人番号

カードをお持ちでない方は、以下の番番号号確確認認書書類類と身身元元確確認認書書類類のの写写ししの添付をお願いします。 

①① 番番号号確確認認書書類類<<ごご本本人人のの個個人人番番号号（（1122桁桁））をを確確認認ででききるる書書類類>>  

通知カード、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書（個人番号の記載のあるものに限る）

のうちいずれか 1つ 

②② 身身元元確確認認書書類類<<記記載載ししたた個個人人番番号号のの持持ちち主主ででああるるここととをを確確認認ででききるる書書類類>>  

運転免許証、公的医療保険証の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなど

のうちいずれか 1つ 
 

山田町商工会決算手数料基準   

 金 額 摘 要 

決算書、収支内訳書 1枚作成につき 3,000円 集計表作成済 

 5,000円 集計表未作成 

 12,000円 未集計 

決算書 記帳代行 7,000円  

（MA1利用者） 半自計（記帳代行＋自計） 7,000円  

 自計 5,000円  

確定申告書 1枚作成につき 4,000円  

 

分離課税申告 

譲 渡 ＋ 9,000円  

山 林 ＋ 7,000円  

その他 ＋ 7,000円  

住宅借入金等特別控除 ＋ 3,000円  

医療費控除 
＋ 1,000円 集計済 

＋ 4,000円 未集計 

消費税申告書 
一般課税 ＋ 7,000円  

簡易課税 ＋ 5,000円  

非会員の方 ＋ 16,000円 商工会会員以外 

納付期限を過ぎてからの年末調整(1人につき) ＋  500円  

令和７年１月３１日までに決算指導を受けた方 △ 2,000円 割引 

令和７年３月１日以降に決算指導を受けた方 ＋ 2,000円 割増 

 ※上記手数料の合計額をもらいうける。（上限 50,000円） 

 ※消費税は別途徴求する。 

山田町商工会 令和７年１月１日 

決決算算個個別別指指導導会会ののおお知知ららせせ  
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山山田田町町商商工工会会  令令和和７７年年１１月月１１日日  

１ 期日  令和７７年１１月９９日（木木） 

         （午前）９９時 3300分から正午まで（午後）１１時 3300分から４４時まで  

２ 場所  山田町商工会館２階「研修室Ａ」 
 
必必要要書書類類  

１１  従従業業員員本本人人、、控控除除対対象象配配偶偶者者、、控控除除対対象象扶扶養養親親族族等等（（年年少少扶扶養養親親族族をを含含むむ））の個個人人番番号号    

（（ママイイナナンンババーー））  

２２  給給与与支支払払者者の個個人人番番号号（（ママイイナナンンババーー））または法法人人番番号号  

３３  源源泉泉徴徴収収票票、、源源泉泉徴徴収収簿簿とそれ以外の下記書類 

（１） 保険関係（生命保険料控除証明書、損害保険・火災保険・地震保険の控除証明書、 

小規模企業共済掛金払込証明書、国民年金・国民年金基金の控除証明書） 

（２） 中途入社の方（前職分の源泉徴収票）＊複数ある場合にはすべて必要 

（３） 国民健康保険・介護保険を支払った方（領収書） 

（４） 配偶者・被扶養者でパート・アルバイトをしている人がいる場合（氏名・収入金額） 
 
＊ 必要書類が全て揃っている方のみ、指導を行いますので、ご注意ください。 

＊ 上記期日以外の指導は受付致しかねます。 

＊ 納納付付期期限限以降の場合は受給者１人につき 550000円（税別）の手数料が掛かりますので、お早

めにお願い致します。 

 

 

年年末末調調整整ににおおけけるる定定額額減減税税額額のの精精算算  

年年末末調調整整個個別別指指導導ののおお知知ららせせ  
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岩手県景気動向指数 

小規模企業景気動向調査（ＤＩ）結果 

山田町商工会 令和７年１月１日 

  

 

 

新規求人数（上段）及び新規求人倍率（下段）（人、倍） 

出典：岩手労働局 

所定外労働時間（全産業）（月当り時間） 

出典：岩手県ふるさと振興部 

常用雇用指数（全産業）（令和２年=100） 

出典：岩手県ふるさと振興部 

 

 

ＤＩ（景気動向指数）は、増加（好転）企業割合から減少（悪化）企業割合を差し引いた値です。 

  

５年 

11月 

 

12月 

６年 

１月 

 

２月 

 

３月 

 

４月 

 

５月 

 

６月 

 

７月 

 

８月 

 

９月 

 

10月 

売
上
額 

産業全体 11.6 15.3 8.1 7.0 11.8 9.0 4.9 2.5 5.2 2.5 4.7 4.3 

製造 10.2 17.6 10.5 8.3 9.8 7.1 8.3 4.4 4.5 1.6 3.6 4.0 

建設 13.8 15.6 12.4 11.4 17.5 10.6 ▲2.6 ▲0.9 12.0 5.0 11.3 11.3 

小売 4.8 11.2 2.0 ▲0.2 7.3 2.0 ▲0.6 ▲1.5 ▲4.3 ▲1.6 ▲2.5 ▲2.4 

サービス 17.3 16.9 7.5 8.7 12.8 16.3 14.4 7.9 8.5 5.0 6.5 4.2 

採
算 

産業全体 ▲22.8 ▲18.0 ▲16.8 ▲14.2 ▲11.8 ▲15.3 ▲17.2 ▲17.7 ▲16.1 ▲16.1 ▲15.6 ▲16.6 

製造 ▲29.0 ▲17.4 ▲17.8 ▲13.6 ▲13.7 ▲17.4 ▲16.1 ▲16.6 ▲16.9 ▲18.8 ▲18.7 ▲19.6 

建設 ▲23.8 ▲21.9 ▲19.7 ▲14.8 ▲12.4 ▲17.9 ▲21.9 ▲20.0 ▲15.8 ▲14.3 ▲11.4 ▲13.2 

小売 ▲29.3 ▲22.1 ▲21.0 ▲18.4 ▲16.8 ▲19.9 ▲22.2 ▲22.9 ▲21.5 ▲20.3 ▲20.4 ▲22.5 

サービス ▲9.4 ▲10.6 ▲9.0 ▲10.0 ▲4.4 ▲5.9 ▲8.8 ▲11.0 ▲10.3 ▲11.0 ▲12.0 ▲11.4 

–
–

資
金
繰
り 

産業全体 ▲17.7 ▲16.9 ▲14.1 ▲11.4 ▲9.9 ▲12.4 ▲14.7 ▲16.4 ▲13.1 ▲12.6 ▲12.2 ▲14.1 

製造 ▲20.4 ▲17.0 ▲13.9 ▲11.8 ▲10.3 ▲13.9 ▲16.6 ▲21.6 ▲14.3 ▲13.9 ▲14.0 ▲16.4 

建設 ▲18.9 ▲22.7 ▲15.7 ▲11.6 ▲12.0 ▲13.4 ▲18.4 ▲16.4 ▲12.0 ▲13.8 ▲11.4 ▲11.9 

小売 ▲23.0 ▲18.4 ▲18.6 ▲15.2 ▲13.9 ▲15.5 ▲18.3 ▲19.2 ▲18.2 ▲15.8 ▲15.6 ▲18.9 

サービス ▲8.5 ▲9.6 ▲8.0 ▲6.8 ▲3.3 ▲6.8 ▲5.5 ▲8.5 ▲8.2 ▲7.0 ▲7.7 ▲9.3 

業
況 

産業全体 ▲11.9 ▲9.2 ▲11.3 ▲7.7 ▲5.7 ▲8.7 ▲11.9 ▲14.6 ▲10.7 ▲11.0 ▲10.5 ▲13.2 

製造 ▲15.3 ▲7.8 ▲10.4 ▲8.0 ▲7.9 ▲10.5 ▲13.3 ▲12.7 ▲12.5 ▲13.5 ▲14.2 ▲15.8 

建設 ▲13.1 ▲12.2 ▲12.0 ▲6.3 ▲4.3 ▲11.0 ▲15.8 ▲24.5 ▲9.3 ▲9.7 ▲7.2 ▲9.9 

小売 ▲19.1 ▲13.7 ▲17.3 ▲13.7 ▲12.5 ▲14.3 ▲17.4 ▲17.0 ▲17.0 ▲16.7 ▲17.1 ▲20.2 

サービス ▲0.3 ▲3.1 ▲5.7 ▲2.8 2.1 0.9 ▲0.9 ▲3.9 ▲3.9 ▲4.3 ▲3.3 ▲7.0 

出典：全国商工会連合会 産業政策部 産業政策課 

 
５年 

11月 

 

12月 

６年 

１月 

 

２月 

 

３月 

 

４月 

 

５月 

 

６月 

 

７月 

 

８月 

 

９月 

 

10月 

岩手県 10,486 9.971 10,156 10,906 9,181 9,267 10,647 9,458 9,729 10,428 9,164 9,547 

季節調整値 2.06 1.86 1.77 2.09 1.96 1.85 1.98 1.92 1.99 2.18 1.88 1.95 

宮古 411 426 586 481 462 451 513 388 464 516 486 467 

 1.63 1.91 1.38 0.93 1.19 1.19 1.84 1.69 1.98 2.40 1.97 1.61 

 

５年 

９月 

 

10月 

 

11月 

 

12月 

６年 

１月 

 

２月 

 

３月 

 

４月 

 

５月 

 

６月 

 

７月 

 

８月 

岩手県 11.3 11.3 11.4 10.9 10.6 10.0 10.0 10.3 9.8 10.2 10.0 9.8 

 ５年 

９月 

 

10月 

 

11月 

 

12月 

６年 

１月 

 

２月 

 

３月 

 

４月 

 

５月 

 

６月 

 

７月 

 

８月 

岩手県 104.0 104.8 105.1 105.2 105.0 105.2 104.2 104.2 104.0 104.7 104.7 105.3 
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山田町商工会 

全国中小企業動向調査結果（小企業編） 

令和７年１月１日 

 

 

 

赤赤枠枠  は見通し   

出典：日本政策金融公庫総合研究所 

業種別売上ＤＩの推移 業種別採算ＤＩの推移 
 R6/1-3 4-6 7-9 

 
10-12   R6/1-3 4-6 7-9 10-12 

全業種 ▲7.0 ▲6.9 ▲9.1 ▲6.8  全業種 ▲17.6 ▲14.5 ▲17.0 ▲11.1 

製造 ▲20.7 ▲17.7 ▲18.9 ▲11.5  製造 ▲21.8 ▲19.9 ▲23.0 ▲16.1 

卸売 ▲6.0 ▲4.1 ▲14.6 ▲12.8  卸売 ▲17.0 ▲12.9 ▲21.1 ▲12.1 

小売 ▲10.6 ▲15.4 ▲17.8 ▲14.8  小売 ▲18.5 ▲20.4 ▲21.1 ▲12.9 

飲食・宿泊 27.0 17.1 14.5 14.4  飲食・宿泊 ▲18.5 ▲14.2 ▲14.7 ▲11.5 

サービス ▲13.3 ▲5.1 ▲7.7 ▲5.3  サービス ▲17.9 ▲7.1 ▲10.6 ▲7.0 

情報通信 ▲18.2 ▲5.7 ▲18.8 ▲25.0  情報通信 ▲18.2 ▲26.4 ▲34.4 ▲26.6 

建設 ▲18.6 ▲19.7 ▲12.2 ▲14.4  建設 ▲8.5 ▲11.1 ▲11.7 ▲8.7 

運輸 10.6 28.2 25.6 29.7  運輸 ▲25.8 ▲8.1 ▲8.4 6.1 

非製造 ▲4.6 ▲4.9 ▲7.3 ▲6.0  非製造 ▲16.9 ▲13.5 ▲15.9 ▲10.2 

業種別資金繰りＤＩの推移 業種別設備投資実施企業割合の推移 

 R6/1-3 4-6 7-9 10-12   R6/1-3 4-6 7-9 

全業種 ▲24.0 ▲18.9 ▲22.9 ▲23.1  全業種 10.5 13.1 14.1 

製造 ▲26.4 ▲20.9 ▲27.9 ▲26.6  製造 9.4 13.8 13.4 

卸売 ▲19.6 ▲19.0 ▲20.7 ▲25.4  卸売 9.0 9.9 9.3 

小売 ▲25.1 ▲25.2 ▲26.5 ▲25.3  小売 9.9 9.9 13.2 

飲食・宿泊 ▲24.3 ▲19.6 ▲21.1 ▲22.3  飲食・宿泊 13.8 18.2 20.3 

サービス ▲26.8 ▲12.6 ▲20.9 ▲19.6  サービス 9.8 12.3 13.1 

情報通信 ▲19.7 ▲18.3 ▲23.4 ▲29.7  情報通信 9.1 13.9 8.1 

建設 ▲18.5 ▲15.9 ▲19.2 ▲19.9  建設 12.0 15.6 14.8 

運輸 ▲21.8 ▲15.2 ▲11.4 ▲16.7  運輸 9.9 13.8 16.0 

非製造 ▲23.6 ▲18.6 ▲22.0 ▲22.4  非製造 10.7 13.0 14.2 

業種別販売価格ＤＩの推移 業種別仕入価格ＤＩの推移 

 R6/1-3 4-6 7-9 10-12   R6/1-3 4-6 7-9 10-12 

全業種 22.6 26.5 24.5 22.3  全業種 68.0 72.7 70.0 67.9 

製造 13.8 14.8 17.2 16.5  製造 66.5 71.0 70.5 68.0 

卸売 34.7 37.1 33.7 34.2  卸売 65.8 72.1 69.6 65.2 

小売 35.7 40.5 38.3 34.8  小売 68.5 73.7 70.7 70.0 

飲食・宿泊 33.9 36.5 33.5 27.3  飲食・宿泊 88.1 90.8 90.8 88.8 

サービス 6.9 12.7 9.5 10.3  サービス 53.5 60.6 55.4 53.3 

情報通信 7.6 0.0 1.6 ▲4.7  情報通信 46.9 41.4 27.0 31.7 

建設 13.7 20.5 16.9 11.9  建設 72.7 75.2 74.3 72.0 

運輸 17.8 27.1 21.9 22.0  運輸 65.2 72.3 56.1 51.5 

非製造 24.2 28.7 25.9 23.3  非製造 68.3 73.1 69.9 67.9 
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